
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部に蛍光体層が配置されるとともに放電ガスが封入された細管からなる複数の発光管
が並置された発光管アレイと、
　発光管アレイを平面状態で支持するとともに、発光管アレイを発光管の長手方向と垂直
な方向に変形させることが可能な光透過性のフィルムシートからなるフレキシブルシート
と、
　そのフレキシブルシートの発光管対向面に形成され電圧の印加により発光管の内部で放
電を発生させることが可能な複数の電極とを備え、
　前記各電極が梯子状、または、くし歯状のパターンを有する金属膜からなり、その梯子
状、または、くし歯状の電極における発光管の長手方向に交差する方向の電極パターンの
繰り返しピッチが、発光管の並置ピッチの整数 倍であり、かつ１本の発光管に対し
て３周期以上である発光管アレイ型表示装置。
【請求項２】
　内部に蛍光体層が配置されるとともに放電ガスが封入された細管からなる複数の発光管
が並置された発光管アレイと、
　発光管アレイを平面状態で支持するとともに、発光管アレイを発光管の長手方向と垂直
な方向に変形させることが可能な光透過性のフィルムシートからなるフレキシブルシート
と、
　そのフレキシブルシートの発光管対向面に形成され電圧の印加により発光管の内部で放
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電を発生させることが可能な複数の電極とを備え、
　前記各電極がメッシュ状のパターンを有する金属膜からなり、そのメッシュ状の電極に
おける発光管の長手方向に交差する方向の電極パターンの繰り返しピッチが、発光管の並
置ピッチの整数 倍であり、かつ１本の発光管に対して３周期以上である発光管アレ
イ型表示装置。
【請求項３】
　フレキシブルシートが、発光管アレイを表示面側と背面側から挟持する一対のフレキシ
ブルシートからなる請求項１または２記載の発光管アレイ型表示装置。
【請求項４】
　電極の開口部が、発光管の発光点の周辺部よりも中心部のほうが広い面積で形成されて
なる請求項１～３のいずれか１つに記載の発光管アレイ型表示装置。
【請求項５】
　前記フレキシブルシートが発光管に沿う形状を有し、それによって電極が発光管の表面
形状に沿って発光管に接触してなる請求項１～４のいずれか１つに記載の発光管アレイ型
表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、発光管アレイ型表示装置に関し、さらに詳しくは、直径０．５～５ｍｍ程度の
細管の内部に蛍光体層を配置するとともに放電ガスを封入した発光管（「表示管」や「ガ
ス放電管」とも呼ばれる）を並列に複数配置して、任意の画像を表示する発光管アレイ型
表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術および発明が解決しようとする課題】
上記のような表示装置として、例えば特開２０００－３１５４６０号公報に記載のような
表示装置が知られている。このような表示装置では、発光管の長手方向に複数の発光点を
形成する方法として、例えば、発光管を支持する基板に複数の電極を形成し、その基板の
電極形成面を発光管に接触させ、その複数の電極に電圧を印加することで、発光管の長手
方向に複数の発光点を形成するようにしている。
【０００３】
このような表示装置では、前面側（表示面側）の基板に電極を形成する場合、発光管から
の放出光を透過させるために、ＩＴＯのような透明導電膜を電極として形成するようにし
ている。しかし、透明導電膜だけを用いると、高抵抗であるため電圧降下が生じ、安定し
た放電特性が得られない。このため、従来では、透明導電膜と金属バス電極とを組み合わ
せたハイブリッド電極が多く用いられてきた。
【０００４】
しかし、このようなハイブリッド電極を形成するには、成膜、フォトリソによるパターニ
ング、エッチングの工程を２回繰り返す必要があり、多くの工程を必要とする。
【０００５】
また、透明導電膜は延性に乏しく、フレキシブルなＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート
）基板などの上に形成した場合、基板が曲がると断線することがある。
【０００６】
したがって、簡単なプロセスで形成可能で、かつ基板の曲がりにも追従できるフレキシブ
ルな電極の出現が望まれていた。
【０００７】
本発明は、このような事情を考慮してなされたもので、電極をメッシュ状、梯子状、また
は、くし歯状のパターンを有する金属膜で形成し、これにより基板の曲がりによる電極の
断線を防止するとともに、発光管からの発光取り出し効率を向上させることを目的とする
ものである。
【０００８】
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【課題を解決するための手段】
　本発明は、内部に蛍光体層が配置されるとともに放電ガスが封入された細管からなる複
数の発光管が並置された発光管アレイと、発光管アレイを平面状態で支持するとともに、
発光管アレイを発光管の長手方向と垂直な方向に変形させることが可能な光透過性のフィ
ルムシートからなるフレキシブルシートと、そのフレキシブルシートの発光管対向面に形
成され電圧の印加により発光管の内部で放電を発生させることが可能な複数の電極とを備
え、前記各電極が梯子状、または、くし歯状のパターンを有する金属膜からなり、その梯
子状、または、くし歯状の電極における発光管の長手方向に交差する方向の電極パターン
の繰り返しピッチが、発光管の並置ピッチの整数 倍であり、かつ１本の発光管に対
して３周期以上である発光管アレイ型表示装置である。
【０００９】
本発明によれば、電極が光透過を可能にする複数の開口部を持つメッシュ状、梯子状、ま
たは、くし歯状パターンの金属膜からなるので、フレキシブルシートが発光管の長手方向
と垂直な方向に変形された（折り曲げられた）場合でも、電極が断線することがない。ま
た、発光管内部の放電においても、ＩＴＯ等の透明電極を用いた場合と同様の放電特性を
維持させながら、発光管からの発光取り出し効率を向上させることができる。
【００１０】
【発明の実施の形態】
本発明において、発光管アレイは、内部に蛍光体層が配置されるとともに放電ガスが封入
された細管で構成された複数の発光管が並置されたものであればよい。この発光管アレイ
の発光管としては、当該分野で公知の各種の発光管を適用することができる。この発光管
は、どのような径の細管を用いて形成されてもよいが、特に直径０．５～５ｍｍ程度のガ
ラス細管を用いて好ましくは形成される。この細管は、円形の断面を有していることが好
ましいが、扁平楕円状の断面を有していてもよい。
【００１１】
フレキシブルシートは、発光管アレイを平面状態で支持するとともに、発光管アレイを発
光管の長手方向と垂直な方向に変形させることが可能なものであればよい。このフレキシ
ブルシートは、光透過性のフィルムシートで構成することが望ましい。このフィルムシー
トに用いられるフィルムとしては、市販のポリカーボネートフィルムや、ＰＥＴ（ポリエ
チレンテレフタレート）フィルム等が利用可能である。このフレキシブルシートは、発光
管アレイを表示面側と背面側から挟持する一対のフレキシブルシートから構成されること
が望ましい。
【００１２】
電極は、フレキシブルシートの発光管対向面に形成され、電圧の印加により発光管の内部
で放電を発生させることが可能なものであればよいが、この電極は、メッシュ状、梯子状
、または、くし歯状パターンの金属膜で形成し、光透過用の開口部を有している必要があ
る。この電極は、当該分野で公知の材料と方法を用いていずれも形成することができる。
例えば、この電極は、フレキシブルシートの発光管対向面に銅などを低温スパッタ法や蒸
着法で形成した後、公知のフォトリソグラフの手法を用いてパターニングおよびエッチン
グを行うことで光透過部を有した電極とすることができる。電極は、この他に、ニッケル
、アルミニウム、銀などの金属をスパッタ法、蒸着法、印刷法などで形成して、パターニ
ングおよびエッチングを行ってもよい。
【００１３】
　また、梯子状、および、くし歯状の電極は、発光管の長手方向に交差する方向の電極パ
ターンの繰り返しピッチを、発光管の並置ピッチの整数 倍とすることが望ましい。
このようにしておけば、電極付きのフレキシブルシートを発光管アレイに貼り付ける際、
一本の発光管に対して常に同じ数の電極パターンが対向することになり、電極と発光管と
の位置合わせが不要となる。また、この構成では、発光管からの発光取り出し効率を考慮
した場合、電極の開口部は、発光管の発光点の周辺部よりも中心部のほうが広い面積で形
成されていることが望ましい。
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【００１４】
以下、図面に示す実施の形態に基づいてこの発明を詳述する。なお、この発明はこれによ
って限定されるものではなく、各種の変形が可能である。
【００１５】
図１は本発明の表示装置の全体構成を示す説明図である。
本発明の表示装置は、直径０．５～５ｍｍ程度の細管の内部に蛍光体層を配置するととも
に放電ガスを封入した発光管を並列に複数配置して、任意の画像を表示する表示装置であ
る。
【００１６】
この図において、３１は前面側（表示面側）の基板（支持体）を構成するフレキシブルシ
ート、３２は背面側の基板（支持体）を構成するフレキシブルシート、１は発光管、２は
表示電極対（主電極対）、３はデータ電極（信号電極ともいう）である。
【００１７】
前面側のフレキシブルシート３１は透明なＰＥＴフィルムで形成され、背面側のフレキシ
ブルシート３２は不透明なＰＥＴフィルムで形成されている。また、発光管１の管体はホ
ウケイ酸ガラスなどで形成されている。
【００１８】
前面側のフレキシブルシート３１の発光管対向面には表示電極対２が形成されている。こ
の表示電極対２は、銅、ニッケル、アルミニウム、銀などの金属を低温スパッタ法、蒸着
法、印刷法などで形成し、その後、公知のフォトリソグラフの手法を用いてパターニング
およびエッチングを行うことで、発光管からの放出光を表示面側に透過させることのでき
る複数の開口部を持つメッシュ状、梯子状、くし歯状に形成した電極である。
【００１９】
背面側のフレキシブルシート３２の発光管対向面にはデータ電極３が形成されている。こ
のデータ電極３も、銅、ニッケル、アルミニウム、銀などの金属を低温スパッタ法、蒸着
法、印刷法などで形成したものである。このデータ電極３には、発光管からの放出光を背
面側に透過させる必要がないため、開口部は設けられていない。
【００２０】
発光管１の内部（放電空間）には、蛍光体層（図示していない）が設けられ、放電ガスが
導入されて、両端が封止されている。この発光管１が並列に複数配置されて発光管アレイ
となっている。データ電極３は上述したように背面側のフレキシブルシート３２に形成さ
れ、発光管１の長手方向に沿って発光管１と接触するように設けられている。表示電極対
２は前面側のフレキシブルシート３１に形成され、データ電極３と交差する方向に、発光
管１と接触するように設けられている。表示電極対２と表示電極対２との間には、非放電
領域（非放電ギャップ）２１が設けられている。
【００２１】
データ電極３と表示電極対２は、組み立て時に発光管１の下側の外周面と上側の外周面に
それぞれ密着するように接触させるが、その密着性を良くするために、表示電極と発光管
面との間に接着剤を介在させて接着してもよい。
【００２２】
この表示装置を平面的にみた場合、データ電極３と表示電極対２との交差部が単位発光領
域（単位放電領域）となる。表示は、表示電極対２のいずれか一本を走査電極として用い
、その走査電極とデータ電極３との交差部で選択放電を発生させて発光領域を選択し、そ
の発光に伴って当該領域の管内面に形成された壁電荷を利用して、表示電極対２で表示放
電を発生させることで行う。選択放電は、上下方向に対向する走査電極とデータ電極３と
の間の発光管１内で発生される対向放電であり、表示放電は、平面上に平行に配置される
２本の表示電極間の発光管１内で発生される面放電である。
このような電極配置により、発光管１には長手方向に複数の発光点が形成される。
【００２３】
図の電極構造では、一つの発光部位に３つの電極が配置された構成であり、表示電極対に
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よって表示放電が発生される構造であるが、この限りではなく、表示電極２とデータ電極
３との間で表示放電が発生される構造であってもよい。
【００２４】
すなわち、表示電極対２を一本とし、この表示電極２を走査電極として用いてデータ電極
３との間に選択放電と表示放電（対向放電）を発生させる形式の電極構造であってもよい
。
【００２５】
図２は１本の発光管を示す説明図であり、図２（ａ）は発光管を平面的に見た状態を示し
、図２（ｂ）は発光管の長手方向に垂直な断面を示している。図において、１ａは蛍光体
層である。
【００２６】
発光管１の管体は、円形の断面を有しており、パイレックス（登録商標：米国コーニング
社製の耐熱ガラス）を用い、管の外径１ｍｍ、肉厚１００μｍ、長さ４００ｍｍで作製し
たものである。
【００２７】
この発光管１の管体を構成するガラス細管は、発光管１と相似形の大形のガラス母材をダ
ンナー法で作製し、それを加熱して軟化させながら、リドロー（引き伸ばし）することに
より作製している。発光管１の内部には蛍光体層１ａが配置されている。
【００２８】
表示電極対２は、発光管１の長手方向と垂直な方向に配置されており、前面側のフレキシ
ブルシート３１の発光管対向面に銅を低温スパッタ法で形成し、フォトリソグラフの手法
によりメッシュ状にパターニングおよびエッチングしたものである。したがって、表示電
極対２は、メッシュ状のパターンを有する金属膜となっている。電極は、この他に、スク
リーン印刷やインクジェット印刷などの印刷法を用いたり、あるいはメッシュ形状の金属
線を用いて形成するようにしてもよい。
【００２９】
また、データ電極３は、発光管１に沿って配置されており、背面側のフレキシブルシート
３２の発光管対向面に、銅を低温スパッタ法で形成したものである。電極材料は、この他
に、ニッケル、アルミニウム、銀などの金属を用いてもよい。また、データ電極３は、ポ
リアミドのような樹脂中にカーボンブラックを分散させたものを印刷することで形成する
ようにしてもよい。
【００３０】
図３は表示装置を平面的に見た状態を部分的に示す説明図である。
この図において、Ｄは単位放電領域であり、表示電極対２とデータ電極３との交差部が単
位放電領域Ｄとなる。各表示電極はメッシュ状の電極となっており、この網目の空間が光
透過用の開口部となるので、発光管１からの放出光が表示面側に透過される。すなわち、
不透明な金属電極膜に光透過用開口部としての網目を形成することで、発光管１からの放
出光の表示面側への透過効率を上げている。
【００３１】
発光管１のガラス管体の肉厚が５０～１００μｍであるため、電極部分の開口率を７０％
程度にまで上げても、発光管１内部での電位分布に影響を及ぼさない。よって、放電特性
に与える影響はごくわずかである。
【００３２】
これにより、発光管１からの放出光を表示面側に十分に透過させることができる。また、
電極がメッシュ状であるので、発光管内部の電位分布がベタ膜状の金属電極を形成した場
合とほぼ同様になり、発光管内部の電位分布の均一化を図ることができる。さらに、発光
管アレイが発光管の長手方向と垂直な方向に曲げられた場合、つまり前面側のフレキシブ
ルシートと背面側のフレキシブルシートが発光管の長手方向と垂直な方向に曲げられた場
合でも、表示電極対２の断線がない。
【００３３】
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図４は前面側のフレキシブルシートが発光管の外壁面に沿って変形されている場合の例を
示す説明図である。この図は発光管の長手方向に垂直な断面を示している。
この図に示すように、前面側のフレキシブルシート３１が発光管１の外壁面に沿って変形
された場合でも、メッシュ状のパターンを有する金属膜で形成された表示電極対２が、前
面側のフレキシブルシート３１の形状に追従するので、表示電極対２を断線させることな
く、表示電極対２を発光管１の外壁面に沿わせることができ、電極面積を均一にできるた
め、高品位な表示が可能となる。なお、この例では背面側の支持体は剛体であってもよい
。
【００３４】
これにより、表示電極対２と発光管１との接触面積を広くすることができるので、前面側
のフレキシブルシート３１と表示電極対２が図２（ｂ）で示した状態である場合と比較し
て、表示電極対２に電圧を印加して発光管１内で放電を発生させる場合の放電電圧を低下
させることができる。
【００３５】
図５（ａ）～図５（ｅ）は表示電極対の例を示す説明図である。
図５（ａ）は前述したように、表示電極対の各電極をメッシュ状に形成したものである。
【００３６】
図５（ｂ）は表示電極対の各電極を梯子状に形成したものである。つまり、発光管の長手
方向に交差する方向に延びる２本の連結用電極線１１と、その連結用電極線１１から発光
管の長手方向に延びる枝状電極線１２とで構成した梯子状電極としたものである。この形
状であれば、メッシュ状の電極よりも電極の開口率を大きくできる。
【００３７】
平面的に見た場合、連結用電極線１１の線幅は７０～１００μｍ程度の太さである。また
、枝状電極線１２の線幅は５０μｍ前後の太さであるので、電極の開口率を５０％とする
と、横幅が１０００μｍの発光管であれば、１本の発光管に１０本の枝状電極線１２が配
置される。電極の開口率が７５％であれば、１本の発光管に５本の枝状電極線１２が配置
される。
【００３８】
電極線の幅は、パターニングの容易さと曲げ強度の点からは、３０μｍ以上であることが
望ましく、放電電界の均一性を考慮した場合には、１本の発光管に３本以上、できれば５
本程度以上の枝状電極線が配置されるようにすることが望ましい。したがって、この観点
から、電極の開口率を５０～６０％に設定する場合には、連結用電極線１１と枝状電極線
１２の線幅は５０～８０μｍ程度とすることが望ましい。
【００３９】
この梯子状電極における発光管の長手方向に交差する方向の繰り返しピッチは、発光管の
並置ピッチの整数分の１倍となっている。したがって、表示電極対を形成した前面側のフ
レキシブルシートを発光管アレイに貼り付ける際、一本の発光管に対して常に同じ本数の
枝状電極線１２が対向することになり、梯子状電極と発光管との位置合わせが不要となる
。
【００４０】
図５（ｃ）は、図５（ｂ）で示した梯子状電極の目を荒くし、その梯子状電極に、発光管
の長手方向に交差する方向の第２の連結用電極線１ 1ａを加えて、断線対策を施したもの
である。
【００４１】
図５（ｄ）は表示電極対の各電極をくし歯状に形成したものである。つまり、発光管の長
手方向に交差する方向に延びる３本の連結用電極線１１と、その連結用電極線１１から発
光管の長手方向に延びる枝状電極線１２とで構成した、くし歯状電極としたものである。
この形状であれば、表示電極対の光透過部は、発光管の発光点の周辺部よりも中心部のほ
うが広い面積となり、発光中心に近い電極部位の開口率が高くなるので、図５（ｃ）で示
した電極形状よりも、発光管からの発光取り出し効率が向上する。
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【００４２】
図５ (ｅ )は図５ (ｄ )で示したくし歯状電極の他の例であり、枝状電極線１２の先に、発光
管の長手方向に交差する方向に延びる短線１１ｂを形成することで、発光中心に近い電極
部位の開口率を高めつつ、放電開始電圧に影響のある表示電極対における電極間距離での
電位分布を補正したものである。
【００４３】
これらの電極例では、全て、枝状電極線の間隔、つまり電極の繰り返し幅を発光管の並置
ピッチ、つまり画素ピッチの整数分の１倍にしており、これにより、表示電極対を形成し
た前面側のフレキシブルシートと発光管アレイの横方向のアライメントが不要になる。
【００４４】
また、表示電極対２は、電極間に発光中心が発生するため、電極の発光中心側の開口率を
上げることで、より発光の取り出し効率を上げることができる。
【００４５】
このように、フレキシブルシートに形成する電極をメッシュ状、梯子状、くし歯状のパタ
ーンを有する金属膜で形成することにより、光透過用の開口部のない金属電極と同等の放
電特性を維持させながら、発光管の放出光を表示面側に十分に透過させることができ、し
かもフレキシブルシートが曲げられても断線することのない、折り曲げ自在な発光管アレ
イ（表示装置）とすることができる。また、電極形成に際し、ハイブリッド電極のように
金属膜の成膜とフォトリソによるパターニングおよびエッチングの工程を２回繰り返す必
要がなく、１回ですむため、電極形成プロセスを縮減することができる。
【００４６】
【発明の効果】
本発明によれば、フレキシブルシートに形成する電極を、メッシュ状、梯子状、くし歯状
のパターンを有する金属膜で形成したので、フレキシブルシートが曲げられた場合の電極
の断線をなくすことができ、また、効率よく発光管の発光を取り出すことができる。しか
もハイブリッド電極と比較して、電極形成プロセスを縮小化できるので、コストの削減が
可能になる。よって、低価格で表示形状に自由度を持たせた高品位な表示装置とすること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の表示装置の全体構成を示す説明図である。
【図２】実施形態の１本の発光管を示す説明図である。
【図３】実施形態の表示装置を平面的に見た状態を示す説明図である。
【図４】実施形態の表示装置の前面側のフレキシブルシートが発光管の外壁面に沿って変
形されている場合の例を示す説明図である。
【図５】実施形態の表示電極対の例を示す説明図である。
【符号の説明】
１　発光管
２　表示電極対
３　データ電極
１ａ　蛍光体層
１１　連結用電極線
１ 1ａ　第２の連結用電極線
１１ｂ　短線
１２　枝状電極線
２１　非放電領域
３１　前面側のフレキシブルシート
３２　背面側のフレキシブルシート
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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